
「御船町の農業の振興に関する計画」に係る農業振興の達成状況の検証について 

 

 

１．「農業の振興に関する計画」について 

 「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律（以下「農振

法」という。）施行規則第 4条の 4第 1項 27号に基づく計画（以下「27号計画」とい

う。）で、町の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完するものです。 

 農振法では、土地改良事業完了後 8 年を経過していない農地については、農用地区

域から除外できないこととされていますが、当該計画に「地域農業の振興に資する施

設」として位置付けられた施設の用地については例外的に除外が可能とされています。 

 また、検証対象である施設用地は農用地区域外ですが、土地改良事業の施行に係る

区域内にある第 1種農地であり、原則転用が不可能な農地です。しかし、27号計画に

より、農地転用の不許可の例外に該当します。 

 

２．定期的な検証について 

 27号計画に位置付けられた施設については、当該施設が、地域の農業の振興に寄与

し、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるか否かについて、御

船町農業振興地域整備促進協議会にて定期的に検証することとされています。 

 

３．振興計画により目指す農業振興の方策 

Ｎｏ． 方策 目標 目標達成に必要な施設 

1 

兼業農家及び離農

者への雇用の場の

提供 

農業者の生活の安定 制服製造工場及び製品保管庫 

 

４．対象施設及び検証内容 

Ｎｏ． 施設 面積（㎡） 土地の地番 整備状況 

1 
制服製造工場及び製品

保管庫 
4,305.00 

大字豊秋字前田

747、748、749-

1、749-2 

100％ 

令和元年 7月 23日

稼働 

 

５．検証時期  令和 3年 10月 

 

６．検証結果 

Ｎｏ． 施設 検証の方法 達成状況 協議会の意見 

1 
制服製造工場及び製品

保管庫 

地元農業者の雇用

状況を検証 

町内在住者

14名を雇

用。うち 1

名が地元農

業者 

意見なし 



 


